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03 民生費

02 児童福祉費

05 家庭児童相談室運営費

児童家庭課

作　成　者：米子市３（簡略番号 ）

平成18年度 001 一般会計

当初予算

1505000000

002169
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00
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家庭児童相談室運営事業

前 年 度

0

6,8320000

6,8326,7587,0435,948

前 年 度

現計予算当初予算

歳出予算事業概要書

県支出金

1 4,670報酬
4 1,041共済費
8 632報償費
9 143旅費

11 214需用費
12 107役務費
13 13委託料
18 備品購入費
19 3負担金補助及び交付
27 9公課費

款

項

目

所属課ｺｰﾄﾞ

所属課名

内線番号

大事業

中事業

小事業

細事業

調整結果額
うち復活額

国庫支出金 地方債 その他 一般財源

実

施

計

画

財源内訳

部

章

節

細 節

要求額

各　課

一般財源

財源 細節款 項 目 節
本年度の財源内訳節

金 額 金 額区分
１．事業の概要と必要性

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連

５．本年度の計画効果

実施計画計上額

目 的 別

性 質 別

６．財源の説明

的に担うこととなり、市町村の義務とされた児童家庭相談に関する体制の充実を図るため
平成１７年度から家庭児童相談室の人員配置を正職員３名と非常勤職員２名の計５名体制

非常勤職員（家庭相談員）の報酬の改定と緊急（夜間休日）連絡用の携帯電話を２台

。
としたところであるが、今年度も引き続き、相談業務の充実と職員の資質の向上に努める

例への対応や市町村の後方支援の機関として位置付けられ、住民に身近な市町村が第１義
平成１７年４月に施行された改正児童福祉法に基づき、児童相談所は専門性の高い困難事

を図る。
とし、相談業務の充実を図る。また、各種研修会に積極的に参加し、職員の資質の向上

児童福祉法の一部を改正する法律（平成１６年法律第１５３号）

１事務事業評価の反映状況
　評価結果・・・現状維持
　平成１７年４月から児童家庭相談に応じることが市町村の業務とし法律上明確になり、
　職員体制を５人に充実させたところであり、引き続きこの体制で業務を実施する。
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